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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのねじれ軸（１７）の周りに静止位置から変位可能な自由に支持された
ミラー面（１０）を有するマイクロミラーであって、
　前記ミラー面（１０）は、少なくとも近似的に平行に並んでガイドされた少なくとも２
つのトーションビーム（１３，１３′）を介して、少なくとも１つの支持体（１１，１２
）に接続されている形式のマイクロミラーにおいて、
　前記ミラー面（１０）の少なくとも一部分は、表面に導体路（１５，１５′）を有して
おり、
　前記のミラー面（１０）は、回転トルクおよび／または磁束を増加させるために少なく
とも１つのループ（１６，１６’）を有しており、該ループの表面に導体路（１５，１５
’）が１つずつ延在しており、外部の磁場（Ｈ）のできる限りに多くの磁束を、前記の導
体路（１５，１５’）によって取り囲み、当該の導体路（１５，１５’）を通して電流が
導かれる際には回転モーメントを前記のミラー面（１０）に及ぼすようにしたことを特徴
とする、
　マイクロミラー。
【請求項２】
　前記トーションビーム（１３，１３′）は、離隔して平行に並んでガイドされている、
　請求項１に記載のマイクロミラー。
【請求項３】
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　前記ミラー面（１０）は、４つのトーションビーム（１３，１３′）を介して前記支持
体（１１，１２）に接続されており、
　前記の２つずつのトーションビーム（１３，１３′）は、離隔して並んで配置されてお
り、
　前記の４つのトーションビーム（１３，１３′）は共通のねじり軸（１７）を定める、
　請求項１または２に記載のマイクロミラー。
【請求項４】
　前記ミラー面（１０）は、少なくとも１つの導体路（１５，１５′）を介して電気的に
支持体（１１，１２）に接続されており、
　該支持体（１１，１２）は、少なくとも１つのコンタクト面（１４，１４′）を有する
、
　請求項１から３までのいずれか１項に記載のマイクロミラー。
【請求項５】
　前記の導体路は、トーションビーム（１３，１３′）を介して導電的に支持体（１１，
１２）に接続されている、
　請求項１から４までのいずれか１項に記載のマイクロミラー。
【請求項６】
　前記の各導体路（１５，１５′）は、対応付けられたトーションビーム（１３，１３′
）の表面の少なくとも一方の側に平らに延在しており、かつトーションビーム（１３，１
３′）の当該表面の少なくとも一部分を覆う、
　請求項５に記載のマイクロミラー。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、請求項１の上位概念に記載されたマイクロミラー、殊にマイクロ振動ミラーに
関する。
【０００２】
従来の技術
静電駆動器を有するマイクロミラーおよび殊にマイクロ振動ミラーは、すでに特許明細書
ＤＥ１９８５７９４６．２に提案されている。ここでは十分に自由に支持されたミラー面
と周囲の支持体とが接続されており、この接続は、対になって互いに向き合う２つまたは
場合によっては４つのばねウェブまたはトーションビームによって行われる。
【０００３】
ＵＳ５７４８１７２からはさらに磁気駆動器を有するマイクロミラーがすでに公知である
。ここでも同様に十分に自由に支持されたダイアフラムが、互いに向き合う２つのトーシ
ョンビームを介して周囲の支持体に接続されている。ミラー面の下側には導体ループまた
は巻線の形態の導体路が設けられていおり、これらを通して電流を流すことができ、これ
によって外部の磁界を加えれば、回転モーメントがミラー面に作用する。
【０００４】
本発明の課題は、殊に磁気駆動器に対しても有利な機械的負荷容量の高い新しいミラー設
計を開発することである。ここでこの高い機械的負荷容量をつぎのようにして達成する。
すなわちミラー面を支持体に接続するトーションビームまたはばねウェブを、ねじれおよ
び振動に対して強くないしは負荷容量を大きく構成することによって高い機械的負荷容量
を達成するのである。
【０００５】
発明の利点
本発明のマイクロミラーは、従来技術に比して、高い機械的負荷容量と、破損に対する高
い安定性を有するという利点を有し、同時にミラー面を静止位置から変位させるないしは
励振してねじれ振動を発生させるために比較的低い電圧しか必要としない。
【０００６】
さらに本発明のようにトーションビームを構成することによって有利にも、公知のマイク
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ロミラーの場合に比して、ミラー面を変位させるために全体としてより大きな駆動力が必
要であり、これは上記の高い安定性に結びつく。
【０００７】
最後に本発明にしたがって少なくとも２つの、少なくとも近似的に平行に並んでガイドさ
れるトーションビームを介してミラー面と支持体とを接続することより、同程度の曲げ強
さであれば、これらの平行なトーションビームとその間にある中間空間との合計の幅を有
する単一のトーションビームに比して、低減されたねじり剛性が得られる。これによって
全体的なミラー設計の安定性を高めると同時にミラー面のより大きな変位角が可能になる
。
【０００８】
本発明の有利な発展形態は、従属請求項に記載されている。
【０００９】
殊に有利であるのは、ミラー面を、互いに向き合う２つ側において、離隔して平行に並ん
でガイドされた２つのトーションビームによりそれぞれ支持体に接続する場合である。こ
れにより各トーションビームの表面に導体路を被着することができ、ここでこの導体路は
トーションビームの全面積を占めることができ、これにより導体路が互いに絶縁されるの
と同時に、トーションビームの幅が最適に利用される。これによって殊に有利にも、トー
ションビームの表面に設けられた導体路を介して、例えば１０ｍＡ～１Ａの殊に大きな電
流を流すことができる。
【００１０】
さらにトーションビームの表面に延在する導体路の幅をできる限り広くすることができる
。それは導体路相互の電気的な絶縁という問題が生じないからである。
【００１１】
幅を広くした導体路と、トーションビーム表面の最適利用とによって全体として高い電流
負荷容量が得られ、これは磁気駆動器の場合に高い磁力ないしは回転モーメントに結びつ
く。したがって本発明によるマイクロミラーの設計によって比較的に大きな力が形成され
ることに起因して、有利にもトーションビームのより頑強な設計を選択することができる
。
【００１２】
したがって離隔して平行に並んでガイドされた２つのトーションビームと、その間にある
中間空間とを合計した全体的な幅は、従来技術から公知の相応する単一のトーションビー
ムの幅よりも大きい。
【００１３】
さらに本発明のばね設計では、２つのトーションビームと所属の中間空間との合計の幅を
有する単一のトーションビームのねじり剛性よりも低いねじり剛性が得られ有利である。
【００１４】
上記のばね設計は、この他に、互いに垂直な２つのねじり軸を有するマイクロミラーに有
利に転用することもできる。
【００１５】
さらに、トーションビームの表面の導体路と、部分的に支持体に設けられるコンタクト面
と、ミラー面の表面でガイドされる導体路とを、表面メタライゼーションのそれ自体公知
の方法によって簡単に形成することができ有利である。
【００１６】
さらに本発明のマイクロミラーは、静電駆動器にも磁気駆動器にも備え付けることができ
る。
【００１７】
最後に、実際のミラー面が、外側の領域に対称に取り付けられた２つのループを有するこ
とによってつぎのような利点が得られる。すなわちこれらのループを同時にミラー面に対
するストッパとして使用することができ、ひいてはこれらと、殊にトーションビームとを
衝突および一時的な過負荷から保護することできることである。ここで上記のループによ
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り、ミラー面の表面でガイドされる導体路によって包囲される、外部の磁界の磁束が格段
に増大する。このために有利にはミラー面が過剰にねじれた際、これらのループが上部な
いしは下部のケーシング面または支持体に当接して、トーションビームの折れが阻止され
るようにする。
【００１８】
ミラー面のこれらの付加的なループが殊に有利であるのは、本発明のマイクロミラーを静
的に変位させたい場合、およびできる限り小さなエアーダンパーを達成するためにミラー
面と周囲の支持体との間に空隙を設ける場合である。
【００１９】
要約すると本発明のマイクロミラーは、大きな駆動力が小さな駆動電圧で得られるという
利点を有し、ここでは同時にマイクロミラーの改善された安定性と、作製の際の高い歩留
まりとが得られる。それは形成されるマイクロ構造体が全体的に比較的頑強だからである
。この他に本発明のマイクロミラーは完全にそれ自体公知の作製手法によって作製するこ
とができ、このため加工の際に新たな方法ステップおよび作製技術は不要である。
【００２０】
図面
本発明を以下、図面に基づき詳しく説明する。
【００２１】
図１は、静電駆動器を有するマイクロミラーの第１実施例を示しており、図２は、磁気駆
動器を有する第２実施形態を示しており、図３は、磁気駆動器を有するマイクロミラーの
第３実施形態を示している。
【００２２】
実施例
図１は、マイクロ振動ミラーの形態で実施されたマイクロミラー５を示している。
【００２３】
さらに詳しくいうと、例えばシリコン製の支持体１１，１２からそれ自体公知のように図
示のマイクロミラー５が加工構造化される。典型的には１００μｍ×１００μｍ～４００
μｍ×４００μｍのサイズを有する矩形のミラー面１０が設けられ、これらのミラー面の
互いに向き合う２つの面には、離隔して平行に並んでガイドされた２つずつのトーション
ビーム１３，１３′が設けられている。ばねウェブとして作用するトーションビーム１３
，１３′によって、ミラー面１０と、このミラー面を例えば側方において、かつ下方の領
域において包囲する支持体１１，１２とが接続され、これによってミラー面１０は十分に
自由に支持される。また支持体１１，１２は例えばシリコンウェーハである。
【００２４】
さらにトーションビーム１３，１３′は１０μｍ～１００μｍの長さと、２μｍ～１０μ
ｍの高さと、５μｍ～１５μｍの幅とを有している。さらにこれらは２μｍ～５μｍの間
隔で互いに平行に配置されており、これによってこの間隔に相応する中間空間が、トーシ
ョンビーム１３，１３′の間に生じる。
【００２５】
ミラー面１０の下には静電駆動器を実現するための電極面があり、これの一部に公知のよ
うに電極１８が被着されている。さらにこのミラー面には少なくとも一部に、例えば下側
にメタライゼーション部を有しており、これらはトーションビーム１３，１３′によって
ガイドされる導体路を介して外部の電圧供給部に接続されている。
【００２６】
これにより、電圧を電極１８ないしはミラー面１０に印加することによって、静電気力を
ミラー面１０と電極１８との間に作用させることができ、トーションビーム１３，１３′
によって定められる軸に平行なねじれ軸１７の周りでミラー面１０が変位する。
【００２７】
図１の実施例についてのさらなる説明、殊にマイクロミラー５の作製、電気的な制御およ
び端子接続についてのさらなる詳細は省略する。それはこれらの詳細は当業者には公知だ
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からである。
【００２８】
図２は、図１の実施例の択一的な実施形態を示しており、ここでは静電駆動器の代わりに
磁気駆動器が使用されている。このためにミラー面１０の表面の少なくとも一方の側に導
体路１５，１５′が設けられている。これらの導体路は有利にはミラー面の外側の周縁部
をガイドされ、これによってこれらの導体路により、できる限り大きな面積がミラー面１
０において取り囲まれるようにする。導体路１５，１５′は、例えば公知のように表面メ
タライゼーション、例えば金からなる表面メタライゼーションを部分的に被着することに
よって形成される。図２の導体路１５，１５′ができる限り大きな電流に耐られるように
するため、さらに有利であるのは、導体路１５，１５′できる限り厚くかつ平らに構成す
ることである。
【００２９】
導体路１５，１５′は、ミラー面１０を出発してそれぞれ対応するトーションビーム１３
ないしは１３′を介して電気的なコンタクト面１４，１４′にガイドされる。これらは例
えば公知のように支持体１１，１２に被着されている。ここで各導体路１５，１５′は、
それらにそれぞれ対応付けられたトーションビーム１３ないしは１３′の全面積を占める
。
【００３０】
２つの導体路１５，１５′の電気的な分離は、トーションビーム１３，１３′の間に設け
られている中間空間によって保証される。
【００３１】
導体路１５，１５′の厚さは、有利には１００ｎｍ～２μｍであるが、１０μｍに達する
ことも可能である。その幅は有利には５μｍ～５０μｍである。その他に導体路１５，１
５′は有利には金からなる。
【００３２】
図２において、記入されたシンボルＨによってさらに示されているのは、図２のマイクロ
ミラー５が外部の磁界内にあることである。
【００３３】
マイクロミラー５の動作時には、例えば１０Ｖ～３０Ｖの外部の電圧を、隣り合う２つの
コンタクト面１４，１４′に印加することにより、また反対側の残りの２つのコンタクト
面１４，１４′を用いて電流路を閉じることにより、例えば１０ｍＡ～５００ｍＡの電流
Ｉが導体路１５，１５′を流れ、これによって、説明した導体路１５，１５′の配置構成
により、ミラー面１０のサイズによって定められる面積Ａを取り囲む閉じられた導体ルー
プが形成される。
【００３４】
したがって加えられた電流Ｉと、外部の磁界Ｈとによって回転モーメントＴがミラー面１
０に作用し、ここではつぎが成り立つ。すなわち
【００３５】
【数１】

【００３６】
したがって加えられる電流Ｉ，外部の磁界ＢないしはＨの強度、および導体ループによっ
て取り囲まれた面積Ａに比例するこの回転モーメントＴは、ねじり軸１７の周りのミラー
面１０の旋回ないしはねじれを発生させる。これにより、加えられる電流Ｉおよび／また
は外部の磁界Ｈを適切に、例えば周期的に変化させることによって簡単にミラー面１０の
ねじり振動を励振することができる。
【００３７】
しかしながら説明した実施例は、明らかにミラー面１０の静的な変位にも有利である。
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全部をひっくるめると、ミラー面１０にできる限り大きな力ないしはできる限り大きな回
転モーメントを達成するために、説明した実施例において有利であるのは、導体路１５，
１５′をミラー面１０の表面の少なくとも一方の側に案内して、外部の磁界Ｈのできる限
り多くの磁束が、導体路１５，１５′によって取り囲まれるようにすることである。
【００３９】
図３では、図２の発展形態で本発明の別の実施例が説明されている。この実施例は、図２
とつぎの点だけが異なる。すなわちミラー面１０は、支持体１１，１２からの相応する有
利な加工構造化によって、側方のループ１６，１６′を有する点だけが図２と異なるので
ある。ループ１６，１６′は有利には対称に配置されており、導体路１５，１５′によっ
て取り囲まれる面積が増すことによって、取り囲まれる磁束を増大させるないしは回転モ
ーメントを増大させるためにもっぱら使用される。
【００４０】
図３のループ１６，１６′は、例えば５００μｍ～１ｍｍの全長と、１００μｍ～５００
μｍの全幅とを有している。その厚さはミラー面１０の厚さに等しい。ループ１６，１６
′はさらにトーションビーム１３，１３′と類似に形成されている。すなわちこれらは空
間を取り囲む狭いウェブの形状を有しており、ここでこのウェブの表面にはそれぞれ対応
する導体路１５ないしは１５′が延在しており、これらの導体路によって有利には表面が
完全に覆われている。
【００４１】
図３のミラー面１０がループ１６，１６′を有することによって、電流路を閉じた際に発
生する導体ループは全体として比較的大きな面積を取り囲み、このため電流Ｉと磁界Ｈと
が同じであれば、格段に大きな回転トルクＴを形成することができる。
【００４２】
また加えられる外部の磁界は、有利には１mTesla～１０００mTestlaの強度を有し、かつ
例えばミラー面１０の周囲に配置される永久磁石または電磁石によって形成される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　静電駆動器を有するマイクロミラーの第１実施例を示す図である。
【図２】　磁気駆動器を有する第２実施形態を示す図である。
【図３】　磁気駆動器を有するマイクロミラーの第３実施形態を示す図である。
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